
 

第８８号議案 

 

 

   府中市立保育所条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ７ 年１１月２８日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

市立小柳保育所の名称及び位置の変更に伴うほか、所要の改正を行うものであ

ります。 
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   府中市立保育所条例の一部を改正する条例 

 

 府中市立保育所条例（昭和３９年４月府中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 省 略 第２条 省 略 

 (1)～(6) 省 略  (1)～(6) 省 略 

 (7) 府中市立日吉保育所 府中市是政１丁目１０番地の１４  (7) 府中市立小柳保育所 府中市小柳町２丁目３４番地の２ 

【削 除】 
 (8) 府中市立八幡保育所 府中市八幡町１丁目１２番地の 

１２ 

 (8)～(10) 省 略  (9)～(11) 省 略 

付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


